
 

 

 

 

 

 

資産公開の概要がまとまりました 

 

尼崎市議会議員政治倫理条例に基づき、議員の資産公開を行います。 

議員から、議長に提出された資産や所得などに関する報告書は、６月２日（月）から議会図書室

で閲覧することができます。 

 

◆ 資産公開制度とは 

本市議会の資産公開制度は、議員に係る政治倫理条例に基づき、議員みずからが資産や所得、

関連会社などに関する報告書を公開することができる自主公開型の制度です。 

これらの報告書が 34 人の議員から提出されましたが、その概要は別表のとおりです。 

◆ 閲覧の手続きは 

資産や所得などに関する報告書は、６月２日（月）から所定の申請手続きにより、議会図書室

で閲覧することができます。詳しくは議会事務局総務課（０６－６４８９－６１０３）まで、お

問い合わせください。 

 

 

以 上  

 

令和７年５月 21日 

所 属 議会事務局総務課 

所属長 片岡 理恵 

電 話 06－6489－6103 




